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海検第 4 号の 3

平成 10年 l丹 13日
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安全管理手引書の検査に係る不適合の種類及びその取扱い

につ守いで

船舶ー安全法施行規則第 12条の 2の安全管理手引書の検査等については、 l平成

9年 12月26日{すけd海査第 :Ls.6芳により.通達いたしましたが、同通達に基づ

く陸上検査及び船内検査を執行するに当たすてての不適合の種類及びその取扱 Fいに

ついて別添lのとおり各地方運輸局船舶部長、新潟運輸局船舶船員部長、神戸海運

管理部船舶部長及び沖縄総合事務局運輸部長あで通知しま ，したのだ、御連絡申し

上げます。
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平成 1_O年 i月 13日

殿

各地方運輸局船舶部長 1 

新潟運輸局船舶船員部長!

神戸海運管理部船舶部長ト

沖縄総合事務局運動部長止

海上技術『安全局首席船舶検査

安全管理手引書の検査に:係る不適合の種類及びその取扱い
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船舶安全法施行規剥第 12条の 2の安全管理手引書の検査等については、平成

9年 12月 2'6日付け海査第 756号に・より通達したところであるが、同通達に

基づぐ陸上検査及び一船内検査を執行するに当たっての不適合の種ー類及びその取扱

いについては w 下記のとおりとしたので、業務上遺漏のないようー取り苛らわれた

なお、管内各l海運支局長又は各海運事務所長あてこの旨周知されたい。

また、 (財)，日本海 事協会、 c:社j 日一本船主協，会、 (社) 日ー本E外航客船協会、

日本タシカー協司会、日本近海船主協同組合、 日中海運輸送協議会、輸入貨物輸送

協議会、運輸施設整備事業団、 (ー社)日本造船工業会苅 (社)日本中型造船工業

会、 (社)日本小型船舶工業会及び全日本海員組合に対しては、別途通知したの

で念のため申し添える β
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不適合の種類

「不適合Jとほ、 r S NIコードに規定されている要件に適合していないこと

を示す客観的証拠が観察された状況をいい、次の二つの種類に分類するρ

1 ， 

( 1 )重大な不適合

船舶悶の航行の安全若しくは人命の安全に対する重大な脅威にヲながるもの

又は環境に対する 重大な危険につなpがるものであって、直ちに是正措置老必

要とする不適合をいう。
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この例としては以下のものがあげられる。

① 安全管理シ λテムが、 r's Mコード 1.2. 3. 1の強制規則信 lを道守するシス

テムになっていない。(例.船内における有効な証書類及び免状の不所持}

② I. 0 Mコードが要求するシステムの構成要素が欠如している。

③ 安全管理システムが効果的かっ組織的に実施されていない(航行の安全

確保、海洋環境保全に重大な影響を及ぼすものに限る)。

注 i r 1 S Mコァド 1..2.'3.1の強制規刻Jとはお別紙のとおりとする。

(2 )その他の不適合

重大な不適合以外の不適合をいう。ー fその他の不適合」は、 一定期間内、に

是正すれば航行の安全確保及び謀洋環境保全に重大な影響を及ぼすこ!とを囲

避できるものであり、 一定期間内仁是正する之と が要求され』る。 I
この例としては以下のものがあげられる。

① 肉部監査の記録の不備文は同記録の不適切な管理

② 緊急時対応演習(操練を含む)の記録の不備又は同記録の不適切な管理

③ 保守整備の記録の不備又は同記録の不適切な管理

2. 不適合の取扱い

( 1 )重大な不;適合

是正措置が取られるまで検査を合格としない(証書の交付又は裏書を行わ

なしリ。

( 2) その他の不適合

是正命令書を交付し、一定期間内(当面は'，3月を越えない期間とする)

是E措置を取ることを命令する。 一定期間内に是正がなされない場合は、

係する証書は効力を失うものとす石。

関
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IBMコード1.2.3.1の強制規則 Jーしで取り扱ろ園内法及び条約

ISMコード1.:2.3. 1の強制規則として取り扱う圏内法及び条約は、守船舶の航行

の安全若しくは人命の安全の確保文は海洋環境の保全に直接関係ある国内法及び

条約とし、具体的 lごは以下のとおりとする。

1 .圏内法

( 1 )船舶安全法

( 2・)船員法(第 1条から第 5条ーまち、第マ条から第1.5条まで、第 1.8条から

第 3'0条まで、第 37条、第 38条ー、第 50.条、第 70条、第 80条から第

8 3条まで、第'-85条から第 88，条まで、第 8.8条の 4、第 88条の 6から

第 8:8.条の8まで及び第 11 7条，の 2から第 11 8条の 3までの規定に限る。)

(3 )船員災害防止活動の促進に闘する法律a

( 4 )船舶職員法

( 5 )海上衝突司予防法'

(， 6 )海上交通安全法

(.7) 港則法

( 8")水先法

( 9 )海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

注 :Iなお、強制規貝1)として取り扱吉国内法には、上記に掲げた法律に基づぐ政令ぅ省令

及び告示を含むo
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2. 条約

~1). 1914年の海上における 人命の安全のための国際条約{.sOLAS条約j

(2) 1974，年の海上におけるλ命の安全のための国際条約に関する 1s 7 :8 

年の議定書 (SOLAS78議定書)

(3') 1974年の海上における人命の安全の、ための国際条約に関する 19 8 ，g 

年の議定書(SOLAS88議定書k

(4) 196-6年の 満載喫水線に関する国際条約 (LI:.条約〕

(5) 196，6年の満載喫水線仁関する国際条約に関する 1988年の議定書

( LL88議定s書)

(6) 1978年の船員の訓練及。び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

(stcw条約)

(7，) 197'2年ーの海上における衝突の子防のための国際規則に関する国際条約

( COLREG条約〉

(8) 1973年のz船舶による汚染の防止のための国際条約 に関する 19マ8年
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の議定書(MARPOじ73/18議定書)

( 9 )廃棄物その他のものの投棄による海洋汚染の防止に関する条約 (LONDON条

約)

(10) 以ム下に掲げる留際労働条約

a. 海上ニ使用セラルル児童及年少者ノ強制体格検査二関スル条約(条約第

'1 '6号〉

b. 船舶料理士，の資格証明に関する条約(条約第 69号)

C. 船員の健康検査に関する条約(条約第 73号)

d. 船員の職業上の災害の防止に関する条約 (条約第 134号)

e.商船の最低基準に関する条約(条約第 147号) C付表中条約第Q5号、

条約第 56号又は条約第 30号、条約第 23号、条約第 87号及び条約第

9 8号に係る規定を除く)
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